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■ はじめに 

本市では、東日本大震災で甚大な被害を受けたまちの復興を目指し、新しいまちづく

りを進めるための取り組みを行っています。 

高田地区・今泉地区においては、土地区画整理事業により移転先の高台及び市街

地の整備を行うこととし、順次造成工事を進めているところです。 

今般、土地区画整理事業の進捗に伴い、整備箇所やスケジュールを含めた事業計

画の見直しと併せて事業に関連した都市計画の見直し等を行い、土地区画整理事業

の事業計画変更案を取りまとめましたので、ご説明いたします。 

１ 高田地区土地区画整理事業に係る事業計画変更案について 

２ 今泉地区土地区画整理事業に係る事業計画変更案について 

３ 今後の土地区画整理事業の流れ等について 

 

今回の説明会に続き、縦覧等の手続きを経て、平成２９年７月までに事業計画の

変更認可を得て、事業進捗を図って参ります。 

 

■ これまでの経緯について 
  
＜土地区画整理事業＞ 

 

平成２４年２月 土地区画整理事業（先行地区）の都市計画決定 
 

９月 先行地区の事業認可 
 

平成２５年２月  土地区画整理事業（全体地区）の都市計画変更 
 

１０月  高田地区高台部の事業認可 
 

１１月  土地区画整理事業（全体地区）の都市計画変更 
 

平成２６年２月 全体地区の事業認可 
 

８月 高田地区事業計画変更（第3回）認可 
 

平成２７年１月 土地区画整理事業（今泉地区）の都市計画変更 
 

６月 高田地区事業計画変更（第４回）認可 
 

１２月  今泉地区事業計画変更（第２回）認可 
 

  平成２８年６月  高田地区事業計画変更（第５回）認可 
 

           今泉地区事業計画変更（第３回）認可 

未更新 



 

2 

１ 高田地区土地区画整理事業に係る事業計画変更案ついて 

（1）設計の概要 
 

○ 土地利用計画の見直し 

① 高台宅地の見直し 

高台６について、防災集団移転促進事業の参加者の減少により、宅地

を約 0.４ha 縮小します。また高台７について、緑地の一部を宅地化し

ます。 

 

② 道路及び公園･緑地･水路形状等の見直し 

造成計画及び実施設計をする過程で、道路及び公園･緑地･水路の形状等

を変更します。 

 

③ 事業区域の縮小 

地区内外に跨る土地について、造成計画及び実施設計をする過程で、区域

の縮小を行います。 

 

④ 河川区域の見直し 

河川管理者である県との協議の結果、河川区域を拡幅します。 

 

 
○ 土地利用計画案 

 

  

 

 

       

 

 

変更案 現計画 
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平成２8 年６月認可 

地区面積：約１８６．１ｈａ 

【現計画】 
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 第一中学校 

高台２ 

高台６ 

高台５ 

高台４ 

高台３ 

高台７ 

 
災害公営住宅 

（下和野団地） 

 災害公営住宅 

（中田団地） 

 高田高校 

 市役所 
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【変更案】 

4
 

 

＜主な見直し箇所＞ 

①高台宅地の見直し 
②道路及び公園･緑地･水路
形状等の見直し 

③事業区域の縮小 

④河川区域の見直し 

平成２9 年３月時点 

地区面積：約１８６．１ｈａ 

 

① 

① 

② ② 

② ② 

② 

② 

② 
② 

② 

④ 

③ 

 

 

② 

災害公営住宅 

（中田団地） 

第一中学校 

高台２ 

高台６ 

高台５ 

高台４ 

高台３ 

高台７ 

 
災害公営住宅 

（下和野団地） 

 高田高校 

 市役所 
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○ 平均減歩率 

 

 

 

 

・減歩率は、事業による土地の利用価値の増加の度合いに応じて算定されます。 

・減歩率は平均値一律ではなく、個々によって異なりますので、個別の減歩率は、

仮換地の供覧時にお知らせしています。 

（今回の平均減歩率の変更は市有地の減歩率の変更によるもので、一般地権者の

減歩率には影響はありません。） 

 

（２）事業施行期間の変更 
 

  現計画 平成24年9月26日～平成31年３月31日 

  変更案 平成24年9月26日～平成38年３月31日（清算期間５年を含む） 

     ※工事完了は平成32年度末を予定 

 

○ 変更の理由 

かさ上げ部西側の仮設道路及び仮設グラウンドの撤去が平成31年度以降となる見通

しであり、周辺の２次造成工事がその後となるため。 

高田小学校移転に伴う旧校舎の解体時期が平成31年度以降となる見通しであり、周辺

の２次造成工事がその後となるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現計画 変更案 主な変更理由 

合算減歩率 36.47％ 36.70％ ・公共減歩率の増（0.23 ﾎﾟｲﾝﾄ） 

 

公共減歩率 35.58％ 35.81％ ・公園･緑地等の公共用地の見直し 

保留地減歩率 0.89％ 0.89％ ― 

 

下図Ｐ 



 

6 

 現計画 変更案 主な増減理由 

復興交付金等 

（国の補助金） 
454.8 502.8 ・公共施設整備費等の工事費の増 

保留地処分金 3.6 3.6 ― 

市 費 0.1 0.1 ― 

公共施設管理者負担金 3.8 4.6 ・河川拡幅による管理者負担金の増 

その他 

（一団地の津波防災拠点 

 市街地形成施設事業費） 

74.6 88.6 ・公共施設整備費等の工事費の増 

計 536.9 599.7 ― 

 

（３）資金計画 

（支 出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収 入）     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現計画 変更案 主な増減理由 

公共施設整備費 

（道路･公園等の整備費） 
336.6 371.6 

・土工費の増 

・施工体制確保等に要する経費の増 

補償費 

（立木等の補償費） 
40.4 45.5 ・建物移転費の増 

宅地整地費 

（宅地の整地工事費） 
103.4 131.2 

・土工費の増 

・施工体制確保等に要する経費の増 

その他工事費 

（事業のための調査費等） 
56.4 51.3 ・実績精査による減 

市 費 0.1 0.1 ― 

計 536.9 599.7 ― 

 

（単位：億円） 

 （単位：億円） 
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（４）整備スケジュール 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※今後、工事展開の変更等により、完成時期は変動することがあります。 

凡 例  造成工事 等  工事進捗に合わせ順次建築着工可能 

  

年度別整備スケジュール

H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

高台２

高台４

高台５

高台７

西②

西①

平地部①

第1期東エリア

第2期西エリア

変更前

変更後

中心市街地

変更前

変更後

平地部②

平
地
部

西
エ
リ
ア

中
エ
リ
ア

高田地区

高
台
部

か
さ
上
げ
部

東
エ
リ
ア

東①

東②

中①

中②

中③

高台３

高台６

住宅早期再建
エリア
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凡  例 

 

(    ) 

高台部 

（整備完了エリア） 

 かさ上げ部 東エリア 

 かさ上げ部 中エリア 

 かさ上げ部 西エリア 

 平地部 

施工ブロック位置図 
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西① 中② 

中③ 

中心市街地 

東② 東① 平地部① 

中① 

住宅早期再建 
エリア 

東① 

東② 

高台③西 

（H30.1） 

高台② 
（整備完了） 

高台③東 

(整備完了) 

高台④ 

(整備完了) 
高台⑤ 

(H30.1) 

高台⑦ 
(H30.3) 

≪ 各高台の下段に記載している年月は、引渡し予定月です。≫ 

 

平地部② 
 

高台⑥ 

(H30.7) 

西② 

西② 

平地部① 

 

平地部① 
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道路
41.8ha
（37.2％）

水路･河川等
0.3ha
（0.3％）

保留地
1.3ha
（1.1％）

住宅等
25.4ha
（22.6％）

集合住宅等
1.5ha
（1.3％）

産業･工業等
1.3ha
（1.2％）

農地等
7.5ha
（6.7％）

公共･公益施設
3.0ha
（2.7％）

寺社・墓地
2.9ha
（2.6％）

商業等
1.2ha
（1.0％）

公園・緑地
26.2ha
（23.3％）

道路
42.1ha
（37.5％）

水路･河川等
0.3ha
（0.3％）

保留地
1.3ha
（1.1％）

住宅等
25.4ha
（22.6％）

集合住宅等
1.5ha
（1.3％）

産業･工業等
1.3ha
（1.2％）

農地等
7.5ha
（6.7％）

公共･公益施設
3.0ha
（2.7％）

寺社・墓地
2.9ha
（2.6％）

商業等
1.2ha
（1.0％）

公園・緑地
25.9ha
（23.0％）

２ 今泉地区土地区画整理事業に係る事業計画変更案について 

（１）設計の概要 

 

○ 土地利用計画の見直し 

 

① 宅地形状の見直し 

宅地の利用増進が図られるように、宅地の配置及び形状を変更します。 

宅地の配置及び形状の見直しに伴い、道路及び公園・緑地の形状を変更し

ます。 

 

② 道路線形の見直し 

   土石流対策による造成計画の変更に伴い、区画道路の線形、緑地形状を変

更します。 

 

③ 雨水幹線の見直し 

   雨水流域の見直し及び雨水排水計画の精査により、平地部の水路幅などを

変更します。 

   水路幅の変更に伴い、道路及び公園・緑地の形状を変更します。 

 

○ 土地利用計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更案 現計画 
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○ 平均減歩率（変更なし） 

 

 

 

 

 

（２）事業施行期間の変更 

現計画 平成２４年９月２６日 ～ 平成３１年３月３１日 

変更案 平成２４年９月２６日 ～ 平成３８年３月３１日（清算期間５年を含む） 

※工事完了は平成３２年度末を予定 

 

○ 変更の理由 

土地利用計画変更による工事工程の見直しのため。 

硬岩出土による施工条件等の変更に伴う工事工程の見直しのため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合算減歩率 ５７．１４％ 

 

公共減歩率 ５５．８７％ 

保留地減歩率 １．２７％ 

 
・減歩率は、事業による土地の利用価値の増加の度合いに応じて算定されます。 
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高台２ 

高台３ 

高台５ 

高台６ 
高台７ 

 

平成２８年６月 認可 

地区面積：約１１２．４ｈａ 

【現計画】 

高台４ 

災害公営住宅 

（今泉団地） 

災害公営住宅 

（長部団地） 
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＜主な見直し箇所＞ 
 

① 宅地形状の見直し 
 

② 道路線形の見直し 
 

③ 雨水幹線の見直し 

【変更案】 

平成２９年３月時点 

地区面積：約１１２．４ｈａ 

高台４ 

高台６ 

① 

② 

 

高台２ 

高台３ 

高台５ 

高台７ 

③ 

① 

① 

① 

① 

災害公営住宅 

（今泉団地） 

災害公営住宅 

（長部団地） 
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（３）資金計画 
 

（支 出）                             （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収 入）                             （単位：億円）                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 現計画 変更案 主な増減理由 

復興交付金等 

（国の補助金） 
514.9 630.3 ・公共施設整備費等の工事費の増 

保留地処分金 2.0 2.0 ― 

市 費 0.1 0.1 ― 

公共施設管理者負担金 128.0 128.0 ― 

計 645.0 760.4 － 

 

 現計画 変更案 主な増減理由 

公共施設整備費 

（道路・公園等の整備費） 
579.1 668.1 ・施工体制確保等に要する経費の増 

補償費 

（立木等の補償費） 
12.7 9.0 ・建物移転費の減 

宅地整地費 

（宅地の整地工事費） 
36.1 43.1 ・施工体制確保等に要する経費の増 

その他工事費 

（事業のための調査費等） 
17.1 40.2 ・換地設計等の調査費の増 

計 645.0 760.4 － 
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（４）整備スケジュール 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※今後、権利者の皆様との協議や、工事展開の変更等により、完成時期は変動することがあります。 
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３ 今後の土地区画整理事業の流れ等について 

（１）縦覧、意見書の提出 
 

「１ 高田地区土地区画整理事業に係る事業計画変更案について（Ｐ2～Ｐ8）」 

及び「２ 今泉地区土地区画整理事業に係る事業計画変更案について（Ｐ9～Ｐ14）」

で説明した内容について、次のとおり縦覧します。 

また、この案について意見のある利害関係者は、岩手県知事に対して、意見書を提

出することができます。 

 

〔縦 覧〕 

事業計画変更（案）について、次のとおり縦覧します。 

 

期 間：平成２９年３月２８日（火）～４月１０日（月） 

※ 土日も縦覧できます。 

時 間：午前８時３０分～午後５時１５分 

場 所：陸前高田市役所３号棟１階 第２会議室 

 

〔意見書の提出〕 

提出期間：平成２９年３月２８日（火）～４月２４日（月） 

提出方法：岩手県県土整備部都市計画課へ持参又は郵送（４月２４日（月）消

印有効）して下さい。 

様式は任意ですが「意見書」と表記し、住所、氏名を記入して下さ

い。提出された意見については、意見の要旨を岩手県都市計画審議

会に提出します。個別には回答致しませんので、ご了承願います。 

提 出 先：岩手県 県土整備部都市計画課 

         住所 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 

         電話 019-629-5892 
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（２） 今後の土地区画整理事業の流れ 

 

今後の換地の手続きは、以下の流れのとおり予定しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画（変更）認可 

・・・換地処分が完了したことを岩手県知事に届けて、知事がその旨公告し

ます。（平成３２年度以降を予定しています。） 

・・・換地処分の公告の翌日から、換地処分後の土地の内容に登記の書き替

えを行います。 

   ※この間、施行地区内の他の登記手続きは停止されます。 

・・・仮換地を使用することができるようになります。 

   ※使用収益開始の時期については、 

「整備スケジュール（P7,14）」をご覧ください。 

使用収益開始までに、引渡し説明会、現地見学会を予定しています。 

審 議 会 
諮問・答申 

・・・換地計画について、意見を聴きます。 

・・・換地計画に基づき、清算金のお支払いまたはご請求の手続きを開始し

ます。 

評 価 員 

諮問・答申 

・・・換地計画の内容（清算金の額、換地処分後の土地の地番、地積、地目

等）について、ご説明します。 

・・・換地計画を２週間縦覧します。 

※利害関係者は縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができ 

ます。 

・・・換地計画について、岩手県知事に認可の申請を行います。 

・・・換地計画に定めた関係事項を、関係権利者に通知します。 

・・・従前の土地及び換地処分後の土地の価額など

について、意見を聴きます。 

審 議 会 

・・・①換地設計：従前の土地及び換地処分後の土地の図面 

②各筆換地明細：従前の土地及び換地処分後の土地の対応調書 

③各筆各権利別清算金明細：権利者ごとの従前の土地及び換地処分後 

の土地の権利価額並びに清算金額の調書 

④保留地その他の特別の定めをする土地の明細 

仮 換 地 指 定 

換地処分の届出・公告 

登記の書き替え 

仮換地の使用収益開始 

清算金の徴収・交付 

 
 

換地計画の作成 

換地計画の説明 

換地計画の縦覧 

換地計画の申請・認可 

換地処分の通知 
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【お問合せ先】 

 
＜事業施行者＞ 
 
陸前高田市 
復興局 市街地整備課（土地区画整理事業に関すること） 
〒029-2292 陸前高田市高田町字鳴石 42-5  
TEL 0192-54-2111（代表） 市街地整備課 内線 443、444、445(高田) 
                         452、453、454(今泉) 

                   
 ＜事業受託者＞ 
 
独立行政法人都市再生機構（UR 都市機構） 
岩手震災復興支援本部 陸前高田復興支援事務所 

  
〒029-2203 陸前高田市竹駒町字相川 28-1 
TEL 0192-53-2630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


